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      平成３１年３月三田市教育委員会臨時会会議録 

〇開催日及び場所 

 

 

〇議事日程 

 

 

 

 

 

 

〇会議に出席した委

員（５名） 

 

 

〇説明のため出席し

た者（５名） 

 

 

 

 

 

 

〇会議に関係した事

務局員（３名） 

 

 

 

〇会議録署名委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年３月１５日(金)午後４時３０分開会 午後５時３０分閉会 

三田市役所 南分館 ６０１会議室 

 

日 程 第 １ 開会 

日 程 第 ２ 会議録署名委員指名 

日 程 第 ３ 会期の決定 

日 程 第 ４ 報告事項        報告第５号 

日 程 第 ５ 議事          議案第７号 

 

 

１番 鹿 嶽 昌 功 ２番 吉 田 礼 子 

３番 中 上 之 仁 ４番 田 口 文 夫 

５番 三 木 尚 美   

       

学 校 教 育 部 長 岡 崎 正 文 学 校 教 育 部 次 長 外 岡 明 文 

  （教育総務課長）  

学 校 教 育 課 長 古 井 善 喜 教 育 総 務 課 参 事 浅 野 晋 司 

教育総務課副課長 上 野  樹   

    

     

 

 

教 育 総 務 課 松 田 成 行 

 寺 嶌 晶 子 

 清 家梨奈子 

  

 

教  育  長 鹿 嶽 昌 功 

  

教 育 委 員 中 上 之 仁 
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〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇学校教育部次長 

（教育総務課長） 

（外岡 明文） 

 

〇教育長 

日程第１  開   会 

 

ただいまから平成３１年３月第２３３回三田市教育委員会臨時会を

開会いたします。 

 

本日の追加議案の議案第７号「校園長等人事について」は人事案件

となります。よって、非公開として審議したいと考えますが、いか

がでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

では、議案第７号は非公開で審議することといたします。 

 

 

日程第２  会 議 録署名 委 員指名  

 

それでは、会議録署名委員指名に移ります。 

 会議録署名委員は、３番 中 上 之 仁 委員にお願いします。 

 

 

日程第３  会 期 の 決 定 

 

会期は本日一日、平成３１年３月１５日金曜日午後１６時３０分開

会といたします。 

 

 

日程第４  報 告 事 項 

 

それでは報告事項に移ります。 

（１） 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について 

【三田市教育委員会事務委任規則第２条関係】 

報告第５号「平成３０年度一般会計３月補正教育予算の専決処分に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

 

 

報告第５号「平成３０年度一般会計３月補正教育予算の専決処分に

ついて」事務局から説明 

 

  

 ご質問などはございませんか。 
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（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

 

〇学校教育部次長 

（教育総務課長） 

（外岡 明文） 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 なければこのように承認いたします。 

 

 

日程第５  議      事 

 

それでは引き続き、追加議案第７号を審議いたしますが、冒頭で決

定しましたとおり、学校園の管理職人事に関わる内容のため、事務

局関係者以外はご退席をお願いいたします。 

 

（事務局関係者以外退室） 

 

 

(１)県費負担教職員である校長、教頭の任免その他の進退について内

申すること、及び三田市教育委員会事務処理規程第５条から第６条

までに規定する職員の任免を行うことについて 

【三田市教育委員会事務委任規則第１条第５号及び９号関係】 

議案第７号「校園長等人事について」事務局から説明をお願いしま

す。 

 

 

議案第７号「校園長等人事について」事務局から説明 

  

 

《非公開審議》 

 

 

他にご質問ございますか。 

なければこのように承認させていただきます。 

 それでは以上で臨時会を終了いたします。 

  

 


